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新築住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅については、120㎡相当を上限に新築後一定期間の

当該住宅に係る固定資産税額を２分の１に減額します。

住 宅 の 要 件

１． 専用住宅や併用住宅で、床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であること

新たに固定資産税が課されることとなった年度から３年度分

３階建以上の準耐火構造又は耐火構造住宅である場合には、新たに固定資産税が課される
こととなった年度から５年度分

そ の 他

認定長期優良住宅の減額と重複して適用されるものではありません。

一戸建て以外の貸家住宅にあっては、床面積が４０㎡以上２８０㎡以下であること

２． 併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が当該家屋の２分の１以上あること

減額される範囲

住居として用いられている部分（居住部分）のみで、床面積１２０㎡に相当する部分

減額される期間


